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◇規     則◇ 
 

阪神水道企業団情報公開条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年９月13日 

阪神水道企業団      

企業長 吉 田 延 雄  

阪神水道企業団規則第５号 

阪神水道企業団情報公開条例施行規則の一部を改正する規則 

阪神水道企業団情報公開条例施行規則（平成16年規則第１号）の一部を次のように改正す

る。 
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改 正 後 改 正 前 

 

様式第１号 

 

 

様式第１号 

 
 

備考 

１ 改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する改正後の欄中下線が引かれた部分

（以下「改正後部分」という。）がある場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改める。 

２ 改正部分に対応する改正後部分がない場合には、当該改正部分を削る。 

３ 改正後部分に対応する改正部分がない場合には、当該改正部分を加える。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 


